
公 募 要 領 

 

１．事業名  

「先進的文化芸術創造活用拠点形成事業」等の実施事業事例集作成等業務 

 

２．趣旨 

文化庁では,先進的文化芸術創造活用拠点形成事業（以下「補助事業」という。）を平成 29年度か

ら５年間にわたって実施しており,本年度が最終年度となっている。 

本業務は,補助事業実施団体（以下「実施団体」という。）の５年間の補助事業の推進状況を把握

し,検証するとともに,今後,全国の地方公共団体が実施する地域の文化芸術資源を活用した,多様で

特色ある文化芸術活動の促進等に寄与することを目的として,その成果・効果の分析等を盛り込んだ

事例集として取りまとめるものである。 

先進的文化芸術創造活用拠点形成事業 

  「以下の取組」を支援することで,文化芸術資源を活用した地方創生,ひいては我が国の経済活

性化等に資することを目的とした事業。（補助額上限：１億円,支援期間：５年） 

○ 地域の文化芸術資源を磨き上げ活用する取組 

○ 芸・産学官連携により持続的な地域経済の発展や共生社会の実現に向けた取組を牽引する

拠点形成の確立 

○ 専門的人材の育成や国内外への発信などの取組 

 

３．事業内容 

   別紙「仕様書」のとおり 

 

４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

    なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約の締結のために必要な同意を得ている者

は,同条中,特別の理由がある場合に該当する。 

（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（３）その他 

① 定款,寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。 

② 団体等の意思を決定し,執行する組織が確立されていること。 

③ 自ら経理し,監査する等会計組織を有すること。 

④ 団体等の活動の本拠としての事務所を有すること。 

 

５．誓約書の提出等 

（１）本企画競争に参加を希望する者は,企画提案書の提出時に,暴力団等に該当しない旨の別添の 

誓約書を提出すること。また,企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合は

その再委託先も誓約書を提出すること。 

（２）前項の誓約書を提出せず,又は虚偽の誓約をし,若しくは誓約書に反することとなったときは,



当該者の企画提案書を無効とするものとする。 

 （３）前２項は,支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は適用しない。 

 

６．参加表明書の提出 

参加表明書の提出は不要とする。 

 

７．企画提案書の提出方法等 

（１）企画提案書の提出場所,企画競争の内容を示す場所並びに問合せ先 

    〒６０５－８５０５ 京都市東山区東大路通松原上る三丁目毘沙門町４３－３ 

    文化庁 地域文化創生本部 暮らしの文化・アートグループ 

     ＴＥＬ：０７５－３３０－６７３７ 

ＦＡＸ：０７５－５６１－３５１１ 

     Ｅ-mail：kurashi@mext.go.jp 

（２）企画提案書の提出方法 

企画提案書は,郵送等又は持参（一部電子メール）により提出すること。 

・提出書類は紙媒体及び電子データで提出すること。 

＜郵送等の場合＞  

・特定記録郵便等記録の残る方法で送付すること。  

＜持参の場合＞  

・受付時間：平日１０：００～１８：００（１２：００～１３：００除く。）  

（３）提出書類 

下記の書類を企画提案書として提出のこと。 

① 企画提案書 １０部（原本１部,複写９部）※別添様式 

② 上記①の電子データ 一式 

③ 事業実施主体の体制,財政基盤及びこれまでの実績を明らかにする資料１０部 ※様式任意 

（例 定款の写し,組織図,直近３期分の貸借対照表及び収支決算書等） 

④ 誓約書 １部 ※別添様式 

⑤ 審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は 

     内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は,その写し １部 

⑥ その他必要と思われる資料 １０部 

（４）企画提案書の提出期限等 

提出期限：令和３年１０月８日（金）１８：００必着 

提出先：上記（１）に示す場所及びメールアドレス 

※すべての提出書類をこの期限までに提出すること。 

※Ｅ-mailでデータを送信した書類については送信時に提出されたものとみなす。 

※提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは認めない。 

（５）その他 

① 用紙の大きさはＡ４判（縦・横どちらでも可）,様式４「企画提案内容説明書」については, 

     別紙の提出も可能とするが,様式と別紙を合わせて提出すること。枚数は問わない。 

 また,レイアウト案や過去に類似の事例集を作成したことがある場合はその写しなど,視覚 



的に事例集の完成形が提案できるものを企画提案内容説明書に添付すること。 

② 書類は,日本語及び日本国通貨で作成すること。  

③ 企画提案書に関する事務連絡先（照会先）を明記すること。 

④ 書類の作成・提出にかかる費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また,提 

     出された企画提案書等については返却しない。  

⑤ 企画提案の内容については,他の企画・提案等からの引用・転載を禁止する。  

 

８．説明会の開催日及び開催場所 

   開催日時：令和３年９月２２日（水）１１：００～１２：００（３０分程度予定） 

   開催方法：webexを利用したテレビ会議 

   事前申込：令和３年９月２１日（火）１６：００までに「７．企画提案書の提出方法等」の（１） 

に示すメールアドレス宛に必要事項（参加者の氏名・所属・電話番号,）を記載の上申し 

込むこと。 

   備  考：本委託業務に係る「公募要領」「仕様書」「審査基準」「審査要領」等を出力してお 

        くこと。 

 

９．採択予定数及び事業規模（予算） 

採択予定数：１件（予定）採択件数は審査委員会が決定する。 

事業規模（予算）：実施額の上限は,15,000千円程度を予定。 

          

10．選定方法等 

（１）選定方法 

審査委員会において,提出された提案書類及びプレゼンテーションにて選考を実施する。 

プレゼンテーションの後に審査委員と提案者による質疑応答も行う。 

 （２）プレゼンテーションの開催日及び開催場所 

開催日時：１０月中旬～１０月下旬で決定次第別途連絡する。 

（１件につき３０分程度（説明２０分,質疑応答１０分）） 

   開催方法： webexを利用したテレビ会議 

（３）審査基準 

別途定めた審査基準のとおり。 

（４）選定結果の通知 

選定終了後,３０日以内にすべての提案者に選定結果を通知する。 

 

11．契約締結 

選定の結果,契約予定者と企画提案書をもとに契約条件を調整するものとする。なお,契約金額につ

いては業務計画書の内容を勘案して決定するため,企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するも

のではない。また,契約条件等が合致しない場合には,契約締結を行わない場合がある。 

※ 国の契約は,契約書を締結（契約書に契約の当事者双方が押印）したときに確定することとなる 

ため,契約予定者として選定されたとしても,契約書締結後でなければ事業に着手できないことに 

十分注意すること。なお,再委託先がある場合は,この旨を再委託先にも十分周知すること。 



12．スケジュール 

（１）公募開始    ：令和３年９月１４日（火） 

（２）事業説明会   ：令和３年９月２２日（水） 

（３）公募締切    ：令和３年１０月８日（金） 

（４）審査・選定   ：令和３年１０月中旬～１０月下旬頃 

（５）業務計画書の提出：令和３年１０月下旬～１１月上旬頃 

（６）契約期間    ：契約日から事業実施後報告書提出の期間まで 

（契約日から令和４年２月２８日の間）  

※ 契約締結後でなければ事業に着手できないので,企画提案書作成に当たっては,事業開始日に柔軟 

性を持たせた上で作成する必要があることにも十分留意すること。なお,再委託先がある場合は, 

この旨を再委託先にも十分周知すること。 

 

13．その他 

（１）事業実施に当たっては,契約書及び企画提案書,文化庁委託業務実施要領等を遵守すること。 

（文化庁委託実施要領→https://www.bunka.go.jp/qa/itaku.html） 

（２）決定した企画内容等については,文化庁及び各審査委員の意見により変更を求めることがある。 

（３）本件における質問については,７（１）の連絡先において, Ｅ-mail 又はＦＡＸにて９月２８

（火）１７時まで受け付ける。回答に関しては, Ｅ-mail又はＦＡＸにて行うが,審査に関する質

問については回答できない。また,質問が多かったものについては文化庁ＨＰにてＱ＆Ａ形式で

公開する。 

（４）事業実施にあたっては,契約書及び企画提案書等を遵守すること。また,女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について,認定の取り消

しなどによって記載した内容と異なる状況になった場合には速やかに発注者に届け出ること。 

 

※〔契約締結に当たり必要となる書類〕 

   選定の結果,契約予定者となった場合,契約締結のため,遅滞なく以下の書類を提出する必要があ

るので,事前に準備すること。なお,再委託先がある場合は,再委託先にも周知すること。 

   ・業務計画書（委託業務経費内訳を含む） 

   ・再委託に係る業務委託経費内訳 

   ・委託業務経費（再委託に係るものを含む）の積算根拠資料（謝金単価表,旅費支給規定,見積書

など） 

   ・銀行振込依頼書 


